
専任の宅建士準会員 変更（承継）の流れ 
 

１．愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課へ 

   変更届（専任宅建士の変更届）ほか必要な書類を２部提出 

※大臣免許の場合は整備局宛てに書類を直接郵送（３部＋返信

用封筒）、もしくはオンライン申請を行う。 

 

２．上記、変更届に日付印が押されて返却されますので、 

その後、以下必要書類を所属支部へ提出 

 

・行政に提出した書類の写し（日付印のあるもの) 

 ※オンライン申請の場合は、申請画面を印刷したもの 

・会員権承継申請書 

・会員登録用 写真 

・専任の宅建士準会員の会員証（前任者のもの） 

 

３．支部にて受領した後、今後の流れについてご案内を致します。 

 

 

※専任宅建士準会員の会員権変更（承継）手続きは、事務手数料１万

円がかかります。振込先等は別途支部からご案内致します。 



記入例

令和４　　　３　　１０
５

５　　　●●●●●
名古屋市西区城西５－１－１４

●●●●●株式会社

愛宅　太郎

愛宅　二郎

アイタク　ジロウ アイタク　ハナコ 愛知　000000

昭和50　     1            1愛宅　花子



所属支部

商　　号

免許番号 ）

年 月撮影

年 月撮影

年 月撮影

氏　　名

業協会　会員証　作成用資料

3cm

氏　　名

3cm

会員種別

2.4cm

会員種別

会員種別

（

※正会員が専任宅建士を兼ねる際は、「不要」

専取準会員

2.4cm

2.4cm

氏　　名

正会員3cm
写真の裏に

商号・名前を

記入してください

写真の裏に

商号・名前を

記入してください

写真の裏に

商号・名前を

記入してください

記入例

愛知県知事　　　５　　　   第 ●●●●●号

●●●●●株式会社

●●支部

愛宅　花子

顔写真を貼り付けてください


